
会
　
　
告

　
二
〇
〇
六
年
度
史
学
研
究
会
大
会
お
よ
び

総
会
は
、
予
定
通
り
＝
月
二
日
（
木
）
午

後
～
時
よ
り
京
都
大
学
文
学
部
新
館
に
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　
公
開
講
演
は
服
部
良
久
、
久
武
哲
也
の
両

氏
に
よ
り
左
記
の
演
題
で
行
わ
れ
、
盛
会
裡

に
終
わ
り
ま
し
た
。

中
・
近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
紛
争
と

紛
争
解
決
－
日
・
欧
の
比
較
1
…

服
部
　
良
久
氏

環
境
史
研
究
と
歴
史
地
理
学

…
1
森
林
水
源
澗
渇
論
を
め
ぐ
っ
τ
一
1

久
武
　
哲
也
氏

　
な
お
、
大
会
と
総
会
に
先
立
っ
て
開
催
さ

れ
た
秋
期
定
例
の
理
事
評
議
員
会
に
お
い
て
、

二
〇
〇
六
年
度
会
務
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

二
〇
〇
六
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
講
演
要
旨

中
・
近
世
農
村
社
会
に
お
け
る
紛
争
と

　
　
　
紛
争
解
決
　
　
日
・
欧
の
比
較

服
　
部
　
良
　
久

　
本
講
演
の
テ
ー
マ
は
、
三
つ
の
交
錯
す
る
問
題

関
心
に
導
か
れ
て
い
る
。
第
一
に
「
紛
争
と
紛
争

解
決
」
へ
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
紛
争

史
研
究
の
課
題
は
、
各
地
域
・
文
化
と
時
代
に
固

有
の
紛
争
と
紛
争
解
決
の
方
法
が
あ
る
と
い
う
認

識
に
立
ち
、
そ
う
し
た
紛
争
と
そ
の
解
決
の
特
質

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
社
会
の
構

造
や
政
治
的
秩
序
の
理
解
に
貢
献
す
る
こ
と
に
あ

る
。
第
二
に
、
農
村
社
会
に
お
け
る
紛
争
に
つ
い

て
は
、
従
来
の
研
究
は
主
と
し
て
農
民
間
の
暴
力

や
犯
罪
を
対
象
と
す
る
法
社
会
史
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
て
き
た
が
、
本
講
演
で
着
目
す
る
の
は
、

村
落
（
共
同
体
）
間
の
紛
争
で
あ
る
。
と
く
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ル
プ
ス
や
ピ
レ
ネ
ー
の
山
岳
地

方
で
は
放
牧
地
利
用
を
め
ぐ
っ
て
、
農
村
共
同
体

の
間
に
し
ば
し
ば
実
力
行
使
を
と
も
な
う
紛
争
が

生
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
村
落
間
紛
争
と
近
隣
の

共
同
体
住
民
が
加
わ
っ
て
行
わ
れ
る
仲
裁
は
、
自

律
的
な
地
域
秩
序
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
第
三

の
問
題
は
、
そ
う
し
た
地
域
が
国
家
（
領
邦
）
の

中
に
統
治
さ
れ
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
紛
争
解

決
の
あ
り
か
た
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
そ
れ
は

地
域
秩
序
の
変
容
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
す
な
わ

ち
近
世
国
家
と
社
会
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
あ

る
。　

筆
者
は
こ
う
し
た
問
題
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
領

邦
テ
ィ
ロ
ル
を
対
象
と
し
て
考
え
て
き
た
が
、
最

近
の
日
本
中
世
史
研
究
は
、
日
本
の
村
落
問
紛
争

が
様
々
な
点
で
類
似
性
を
示
し
、
ま
た
そ
う
し
た

研
究
成
果
は
右
の
三
つ
の
関
心
か
ら
農
村
社
会
の

紛
争
を
考
察
す
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で

も
あ
る
。
そ
こ
で
本
講
演
で
は
、
ま
ず
近
江
の
菅

浦
・
大
浦
の
境
界
相
論
を
紹
介
し
、
つ
い
で
テ
ィ

ロ
ル
の
農
村
共
同
体
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
間
の
放
牧

地
（
森
林
、
入
会
）
紛
争
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
、

さ
ら
に
紛
争
と
紛
争
解
決
に
関
す
る
幾
つ
か
の
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
、
双
方
の
比
較
を
試
み
た
。

　
近
江
北
部
の
菅
浦
・
大
浦
両
庄
は
鎌
倉
時
代
か

ら
一
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
境
界
相
論
を
繰
り

返
し
て
き
た
が
、
有
名
な
「
文
安
六
年
菅
浦
山
荘

置
書
」
は
相
論
の
ピ
ー
ク
を
な
す
一
五
世
紀
半
ば

の
文
安
相
論
の
顛
末
を
記
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

自
力
（
実
力
行
使
）
の
作
法
や
近
郷
近
在
の
加
勢
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（
合
力
）
、
仲
裁
（
口
入
）
、
訴
訟
、
神
裁
な
ど
、

他
の
村
落
間
紛
争
に
も
共
通
す
る
特
質
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
中
世
後
期
の
テ
ィ
ロ
ル
に
お
け
る
領
邦
統
治
の

地
域
単
位
で
あ
る
ラ
ン
ト
裁
覇
区
は
、
渓
谷
共
同

体
、
放
牧
共
岡
体
で
も
あ
り
、
裁
判
区
内
の
複
数

の
村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
は
、
渓
谷
に
散
在
す
る
放

牧
地
を
共
同
利
用
し
て
い
た
。
し
か
し
放
牧
経
営

の
集
約
化
と
放
牧
地
の
優
先
的
利
用
を
め
ざ
す
各

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
間
に
は
紛
争
が
頻
繁
に
生
じ
て
い

た
。
そ
う
し
た
紛
争
の
解
決
に
お
い
て
実
質
的
役

割
を
果
た
し
た
の
は
、
裁
判
区
内
の
他
の
ゲ
マ
イ

ン
デ
住
民
の
仲
裁
で
あ
っ
た
。
各
共
同
体
に
保
存

さ
れ
た
文
書
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
・
ア
ル
ヒ
ー
ブ
）
に

は
、
仲
裁
か
ら
生
ま
れ
た
和
解
協
定
文
書
が
多
数

見
出
さ
れ
る
。

　
日
本
、
テ
ィ
ロ
ル
の
紛
争
事
例
か
ら
、
①
紛
争

と
共
同
体
の
文
書
利
用
、
②
村
の
テ
リ
ト
リ
ー
形

成
、
③
自
力
と
訴
訟
の
関
係
、
④
紛
争
と
仲
裁
に

お
け
る
村
落
問
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
⑤
紛
争
・
紛
争

解
決
に
お
け
る
村
落
問
結
合
と
近
世
国
家
へ
の
移

行
に
つ
い
て
、
比
較
に
よ
る
考
察
を
行
っ
た
。
以

下
そ
の
要
点
の
み
記
す
。
紛
争
解
決
の
当
事
者
主

義
は
訴
訟
に
も
影
響
を
与
え
、
ま
た
そ
の
た
め
各

村
（
ゲ
マ
イ
ン
デ
）
が
関
係
文
書
を
保
存
し
た
。

惣
村
の
成
立
は
村
域
形
成
を
促
し
た
が
、
日
本
で

も
、
ま
た
と
り
わ
け
テ
ィ
ロ
ル
で
は
広
域
に
散
在

す
る
放
牧
地
を
含
む
村
域
の
画
定
は
困
難
で
あ
っ

た
。
テ
ィ
ロ
ル
で
は
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
実
力
行
使
が

目
立
た
な
い
の
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
と
い
う
国
家
の

司
法
制
度
に
く
わ
え
、
裁
判
区
内
の
ゲ
マ
イ
ン
デ

が
相
互
に
仲
裁
を
行
う
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
そ
れ
自
体
放
牧
地
共
用
関

係
に
基
づ
く
）
が
存
在
し
、
そ
れ
は
裁
判
区
の
自

治
的
地
域
共
同
体
と
し
て
の
政
治
的
機
能
（
領
邦

議
会
参
加
な
ど
）
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。

他
方
、
日
本
に
お
け
る
「
近
隣
の
郷
」
の
村
落
間

結
合
が
、
紛
争
時
の
合
力
関
係
を
越
え
る
地
域
的

結
合
（
一
揆
）
を
促
し
た
と
解
釈
す
る
に
は
、
紛

争
と
伸
裁
を
、
立
場
を
変
え
て
行
う
村
落
間
の
相

互
関
係
や
、
自
力
を
抑
制
す
る
契
機
（
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
圧
力
、
地
域
秩
序
の
意
識
、
宗
教
的
呪

術
的
な
力
な
ど
）
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
近
世
日
本
の
統
一
権
力
も
、
テ
ィ
ロ

ル
領
邦
も
、
村
の
入
会
地
を
め
ぐ
る
境
界
紛
争
の

解
決
は
、
基
本
的
に
「
在
地
の
な
ら
い
」
に
従
い
、

近
郷
の
証
言
や
仲
裁
に
委
ね
た
。
近
世
国
家
は
中

世
的
な
地
域
社
会
の
自
律
性
を
ソ
フ
ト
に
取
り
込

み
つ
つ
成
立
す
る
。
そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
よ
り

厳
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

環
境
史
研
究
と
歴
史
地
理
学

　
I
l
森
林
水
源
澗
渇
論
を
め
ぐ
っ
て

久
　
武
　
哲
　
也

　
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
起
っ
た

環
境
史
研
究
は
、
基
本
的
に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
論
、

よ
り
一
般
的
に
見
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地

主
義
と
植
民
地
に
お
け
る
資
源
の
収
奪
や
環
境
の

破
壊
に
対
す
る
批
判
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
環
境
史
を
掘
り
起
す
作

業
と
連
動
し
て
い
た
し
、
さ
ら
に
ま
た
～
九
六
〇

年
代
末
に
広
が
っ
た
ア
メ
リ
カ
画
海
岸
を
中
心
と

す
る
学
生
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
政
治
的
・
文

化
的
運
動
の
う
ね
り
を
背
景
と
し
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
環
境
史
を
構
想
し
、
し
か
も
学
問
的

に
組
織
化
す
る
上
で
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、

一
九
五
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
興
地
表
の
改
変
に
お

け
る
人
間
の
役
割
匝
と
、
そ
れ
を
組
織
し
た
サ
ウ

ア
ー
（
○
効
H
一
〇
■
ハ
ψ
餌
¢
Φ
円
　
｝
c
o
G
Q
O
一
一
⑩
刈
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
）
の
研
究
、

そ
し
て
彼
の
門
下
生
た
ち
の
新
大
陸
の
先
住
民
の

土
地
改
変
に
関
す
る
歴
史
地
理
学
的
復
元
研
究
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

の
向
う
側
の
歴
史
地
理
学
」
（
ウ
ル
ク
ハ
ル
ト
）

を
指
向
す
る
研
究
で
あ
り
、
従
来
の
植
民
地
や
国
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内
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
拡
大
に
伴
う
環
境
変
化
を
取

扱
う
歴
史
的
研
究
、
あ
る
い
は
歴
史
地
理
学
的
研

究
と
は
基
本
的
に
異
な
る
、
先
住
民
社
会
、
あ
る

い
は
「
被
植
民
地
」
、
さ
ら
に
「
無
文
字
社
会
」

に
お
け
る
環
境
の
変
化
を
掘
り
起
し
な
が
ら
、
歴

史
化
さ
れ
た
「
文
字
社
会
」
の
史
料
か
ら
冷
光
さ

れ
る
植
民
者
た
ち
に
よ
る
環
境
の
収
奪
過
程
を
明

ら
か
に
す
る
と
い
う
批
判
的
精
神
や
態
度
と
深
く

結
び
つ
い
て
い
た
。

　
歴
史
地
理
学
に
お
け
る
「
土
地
改
変
研
究
」
は
、

ア
メ
リ
カ
環
境
史
研
究
の
始
祖
と
も
い
わ
れ
る

マ
ー
シ
ュ
（
0
8
同
α
q
Φ
即
ζ
留
ω
ド
一
。
。
O
マ
一
。
。
。
。
吋
）

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
申
葉
か
ら
の

資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
深
化
に
伴
う
環
境
の
破

壊
的
側
面
を
告
発
す
る
態
度
を
有
し
て
い
た
し
、

ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
ウ
ェ
イ
コ
フ
（
諺
．
≦
o
Φ
節
。
｛
）

の
様
に
、
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
を
背
景
と
し
な
が
ら
、

民
衆
に
よ
る
環
境
の
保
全
に
関
わ
る
協
同
体
的
実

践
に
注
目
す
る
と
岡
時
に
、
植
民
地
主
義
の
拡
大

に
伴
う
被
植
民
地
に
お
け
る
先
住
民
や
農
民
の
共

同
体
的
な
環
境
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
破
壊
を
告
発

す
る
者
も
多
く
い
た
。

　
こ
う
し
た
環
境
史
研
究
の
核
心
部
分
を
な
す
植

民
地
主
義
の
拡
大
に
伴
う
破
壊
的
環
境
利
用
に
対

す
る
批
判
は
、
景
観
的
に
も
視
覚
化
さ
れ
や
す
い

植
民
地
に
お
け
る
植
生
の
大
規
模
な
改
変
、
特
に

森
林
政
策
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が

多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
十
九
世
紀
の
初
期
ご
ろ
ま

で
に
国
内
に
お
け
る
森
林
資
源
の
荒
廃
化
に
直
面

し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
一
方
で
は
木
材
資
源

の
植
民
地
へ
の
転
嫁
・
植
民
地
に
お
け
る
新
た
な

森
林
政
策
の
立
案
（
保
安
林
制
度
）
を
実
施
す
る

と
同
時
に
、
他
方
で
は
国
内
の
荒
廃
山
地
へ
の
大

規
模
な
植
林
事
業
を
展
開
し
、
国
内
の
植
生
景
観

を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
植
民
地
に

お
け
る
森
林
政
策
は
、
保
安
林
の
拡
大
と
と
も
に
、

環
境
破
壊
の
原
因
と
し
て
の
先
住
民
あ
る
い
は
農

民
の
生
業
と
し
て
の
放
牧
や
焼
畑
を
禁
止
す
る
と

い
う
事
態
を
発
生
さ
せ
、
そ
れ
故
に
先
住
民
（
農

民
）
と
植
民
地
政
府
あ
る
い
は
森
林
政
策
の
実
務

的
官
僚
や
技
術
者
と
の
問
に
深
刻
な
政
治
的
対
立

を
生
じ
る
ま
で
至
っ
た
。

　
こ
う
し
た
国
内
あ
る
い
は
植
民
地
に
お
け
る
大

規
模
な
植
林
化
は
、
主
と
し
て
一
八
四
〇
年
代
か

ら
一
八
八
○
年
代
に
か
け
て
定
式
化
さ
れ
た
、
植

林
は
降
水
量
や
水
の
流
出
量
を
増
加
さ
せ
、
水
資

源
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
、
現
在
で
は
理
論
的
に

も
否
定
さ
れ
て
い
る
「
森
林
急
雨
作
用
論
」
（
あ

る
い
は
「
森
林
夕
立
論
」
）
を
理
論
的
根
拠
と
し

て
い
た
。
そ
れ
は
、
逆
に
、
森
林
を
伐
採
す
れ
ば

土
地
が
乾
燥
し
、
畢
越
が
発
生
し
や
す
く
な
る
と

と
も
に
、
乾
燥
地
域
で
は
砂
漠
化
が
進
行
す
る
と

い
う
「
乾
燥
化
理
論
」
（
U
Φ
。
。
一
。
＄
口
○
昌
日
冨
。
受
）

を
支
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
植
林
化
の
進
行
に
伴
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一

九
皿
○
年
代
に
か
け
て
、
内
陸
水
運
河
川
の
水
位

が
下
り
、
船
の
航
行
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
イ
ン

ド
で
は
、
保
安
林
の
拡
大
（
｝
九
〇
〇
年
頃
ま
で

に
国
土
の
五
分
の
一
が
保
安
林
と
な
る
）
と
と
も

に
国
内
主
要
河
川
の
支
流
に
お
け
る
水
流
が
減
少

す
る
と
い
っ
た
事
態
が
発
生
す
る
。
森
林
の
繁
茂

が
水
流
あ
る
い
は
水
源
を
澗
渇
さ
せ
て
い
る
、
森

林
化
は
降
水
量
を
増
や
し
、
森
林
か
ら
の
水
の
流

出
量
を
増
加
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
「
水
の
消
費

者
砿
と
し
て
森
林
は
か
え
っ
て
「
乾
燥
化
」
を
促

進
し
て
い
る
と
い
う
農
民
や
現
場
の
住
民
の
認
識

が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
一
般
に
「
森
林
水

源
瀾
渇
論
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理

論
は
、
森
林
は
流
出
水
量
の
平
準
化
を
行
う
と
い

う
点
を
強
調
す
る
「
森
林
水
源
濾
養
論
」
と
も
、

あ
る
い
は
森
林
は
降
水
量
を
増
加
さ
せ
、
流
出
水

量
も
増
え
る
と
い
う
点
を
理
論
的
根
拠
と
す
る

「
森
林
叢
雨
作
用
論
」
と
も
異
な
っ
て
、
森
林
も

自
ら
生
き
る
た
め
に
、
水
を
消
費
す
る
も
の
で
あ
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る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
「
森
林
は
水
の

消
費
者
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
け
る
森
林
水
源
澗
謬
論
は
、
明
治
四

〇
年
代
頃
か
ら
、
保
安
林
の
拡
大
と
「
禿
赫
地
」

（
ハ
ゲ
山
）
や
採
草
地
の
成
林
化
に
伴
っ
て
、
瀬

戸
内
海
沿
岸
の
乾
燥
・
少
雨
地
域
の
農
民
た
ち
の

現
場
認
識
か
ら
広
が
っ
て
い
っ
た
。
と
く
に
大
正

二
年
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
部
に
発
生
し
た
旱
魅
を
契

機
に
、
数
多
く
の
溜
池
の
貯
水
貴
が
減
少
し
、
農

民
た
ち
は
、
旱
魑
の
原
因
が
保
安
林
の
拡
大
と

「
ハ
ゲ
山
」
や
「
採
草
地
」
へ
の
植
林
に
よ
っ
て

水
源
が
祀
れ
た
た
め
で
あ
る
と
主
張
し
、
大
規
模

な
保
安
林
の
解
除
要
求
を
行
う
事
態
に
な
る
。
岡

山
県
で
は
大
正
二
年
か
ら
昭
和
十
二
年
ま
で
県
議

会
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
、
公
的
に

「
森
林
水
源
洞
渇
論
」
は
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
「
水
の
消
費
者
と
し
て
の
森
林
」
が
瀬

戸
内
海
沿
岸
の
様
な
乾
燥
少
雨
地
域
で
は
、
「
溜

池
の
貯
水
量
」
を
減
少
さ
せ
、
四
一
を
惹
起
し
易

く
な
る
と
い
う
点
を
現
場
の
経
験
的
観
察
か
ら
理

論
化
し
た
の
が
岡
山
県
の
山
林
技
師
山
本
徳
三
郎

（一

ｪ
八
六
1
　
九
四
五
）
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
、
こ
う
し
て
日
本
に
お
け
る
「
森
林
水
源

洞
渇
論
」
を
定
式
化
す
る
と
同
時
に
、
岡
山
県
下

の
み
な
ら
ず
、
乾
燥
少
雨
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
、

あ
る
い
は
内
陸
部
に
卓
越
す
る
「
ハ
ゲ
山
」
や

「
草
地
」
が
溜
池
の
貯
水
を
確
保
す
る
た
め
に
、

近
代
以
前
か
ら
農
民
の
間
で
、
こ
う
し
た
「
ハ
ゲ

山
」
や
「
草
地
」
に
樹
木
を
植
え
さ
せ
な
い
慣
行

が
存
在
し
て
来
た
こ
と
を
発
見
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

　
「
森
林
増
雨
作
用
論
」
を
理
論
的
根
拠
と
し
て

植
林
や
保
安
林
の
拡
大
を
企
図
す
る
岡
山
県
山
林

課
や
農
商
務
省
（
農
林
省
）
と
「
無
立
木
地
」

（
ハ
ゲ
山
や
草
地
）
を
維
持
し
、
溜
池
の
水
を
確

保
し
よ
う
と
す
る
農
民
の
対
立
は
、
大
正
十
三
年

の
旱
越
時
に
、
農
民
に
よ
る
森
林
へ
の
放
火
事
件

（
岡
山
県
で
四
〇
〇
件
以
上
）
へ
と
発
展
す
る
。

こ
う
し
た
森
林
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
理
論
的
に
は
、

森
林
水
源
鴬
笛
論
に
依
拠
す
る
山
本
徳
三
郎
と
農

林
省
の
立
場
を
背
景
と
す
る
平
田
徳
太
郎
（
一
八

八
O
I
一
九
六
〇
）
の
「
森
林
水
源
潤
下
人
」
と

の
論
争
を
引
き
起
し
、
そ
の
結
果
、
昭
和
十
一
年

に
日
本
で
最
初
の
水
源
難
平
の
実
験
施
設
、
「
竜

の
目
山
水
帯
磁
養
試
験
場
」
が
岡
山
市
北
方
に
設

け
ら
れ
た
。
そ
の
試
験
の
結
果
（
第
一
回
報
告

〔
一
九
四
二
年
〕
～
第
五
回
報
告
〔
一
九
六
〇

年
〕
）
、
山
本
の
定
式
化
し
た
森
林
水
源
澗
赤
星
は
、

乾
燥
地
域
や
旱
越
に
際
し
て
は
理
論
的
根
拠
を
持

つ
こ
と
が
実
験
的
に
も
証
賜
さ
れ
、
｝
九
七
〇
年

代
に
な
っ
て
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。　

そ
れ
は
ま
た
他
方
で
、
近
世
期
以
降
の
日
本
に

お
け
る
「
無
立
木
地
」
（
ハ
ゲ
山
や
草
地
）
が
、

あ
る
意
味
で
積
極
的
に
農
民
た
ち
に
よ
っ
て
維
持

さ
れ
、
管
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
根
拠
を
説
明
す

る
も
の
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
ハ
ゲ
山
」
が

農
民
た
ち
に
よ
っ
て
積
極
的
に
管
理
さ
れ
て
き
た

「
文
化
崇
観
」
と
も
い
え
る
側
衙
に
光
を
あ
て
る

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
森
林
水
源
洞
渇
論
は
、
決
し
て
森
林
水
源

酒
養
論
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
私
た
ち

の
従
来
か
ら
抱
い
て
き
た
「
森
林
神
話
」
の
～
部

を
解
き
ほ
ぐ
す
契
機
と
は
な
り
得
る
も
の
で
あ
ろ

・
つ
。二

〇
〇
⊥
ハ
年
度

　
　
史
学
研
究
会
大
会
・
総
会
の
記
録

　
史
学
研
究
会
の
二
〇
〇
六
年
度
大
会
・
総
会
は
、

一
一
月
二
日
（
木
）
一
三
時
か
ら
一
七
時
ま
で
、

京
都
大
学
文
学
部
新
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

　
総
会
で
は
、
金
田
章
裕
理
事
長
に
よ
る
挨
拶
の

後
、
杉
橋
隆
夫
氏
を
司
会
に
選
出
し
て
、
庶
務
・

編
集
・
会
計
・
広
報
に
関
す
る
報
告
・
審
議
が
な
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